
社会福祉法人常陸太田市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁

償に関する規程 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は，社会福祉法人常陸太田市社会福祉協議会（以下「本会」という。）の役員，評議

員，各種委員会等の構成員並びに会長等が招集する会議に出席した者（以下「役員等」という。）に

対する報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。 

（報酬） 

第２条 次の役員に，報酬を支給する。 

 （１）会長の報酬は，月額４０,０００円とする。 

 （２）常務理事の報酬は，月額２００,０００円以内とする。 

（手当） 

第３条 常務理事に，本会事務局職員の給与に関する規程（以下「給与に関する規程」という。）第４

条第１項に規定する通勤手当及び期末手当を支給する。ただし，その他の手当ては支給しない。 

（報酬等の支給方法） 

第４条 報酬及び手当の支給時期は，給与に関する規程第３条第１項及び第４条第２項の規定により

支給する。 

（費用弁償） 

第５条 役員等（会長及び常務理事は除く。）が，会長等の招集又は指示する会議等に出席したときは，

費用弁償として日額３,０００円を支給する。 

２ 役員等がその職務を遂行するため旅行したときは，前項の規定にかかわらず給与に関する規程第

６条の規定により相当する額を費用弁償として支給する。但し，公用車等を用い団体で研修，見学，

調査等を実施する場合にあっては実費をもって費用弁償を打ち切ることができる。 

（重複給与の禁止） 

第６条 常陸太田市長・副市長並びに常陸太田市役所の常勤職員が役員等の職を兼ねるときは，役員

等として受けるべき報酬及び費用弁償は支給しない。但し，前条第２項の旅行のための費用弁償に

あってはこの限りではない。 

（公表） 

第７条 本会は，この規程をもって，社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める報酬等の支給基

準として公表するものとする。 

（委任） 

第８条 この規程の施行に関し必要な事項は，会長が別に定める。 

 

 

  付 則 

１ この規程は，平成５年４月１日から施行する。 

２ この規程は，平成９年４月１日から施行する。（一部改正） 

３ この規程は，平成１２年４月１日から施行する。（一部改正） 

４ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。（一部改正） 



５ この規程は，平成２８年４月１日から施行する。（一部改正） 

６ この規程は，平成２９年４月１日から施行する。（一部改正） 

 

 


